
「国の研究開発評価に関する大綱的指針」
の改定について

平成２８年４月５日
総合科学技術・イノベーション会議

評価専門調査会

第１１７回評価専門調査会

参考２



各府省の研究開発評価指針等

研究機関等の評価ルール

科学技術基本計画
(第４期：平成23年8月19日閣議決定)

国の研究開発評価に関する大綱的指針
（第４次改定：平成24年12月6日内閣総理大臣決定）

評価の実施

実施府省等が行う研究開発の評価

研究開発評価の仕組み

総合科学技術・イノベーション会議が行う
国家的に重要な研究開発の評価

評価の実施

○国費約３００億円以上の大
規模研究開発等、 国家的
に重要な研究開発を対象。

○実施府省等による評価結果
を踏まえ実施。
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国の研究開発評価について、基本的な方針を定めるもの
（各府省等はこれに沿って、所管する研究開発の特性等を踏まえた具体的な評価指針を策定し、
評価を実施する）。

○大綱的指針の目的

国の研究開発評価に関する大綱的指針（概要）

○大綱的指針の概要

評価の意義

評価結果を次の段
階の研究開発に連
続してつなげる

基本的考え方

公正な評価によ
る競争的で開か
れた研究開発環
境の創出

支援的な評価に
よる研究開発の
質や研究者の意
欲の向上等

評価結果の公表に
よる国費投入に関
する国民への説明
責任を果たす

評価結果の予
算、人材等の
資源配分に反
映

成果の利活用に至る科学技術イノ
ベーションの一体的・総合的推進

より良い政策・施策の形成 研究開発の効果的・効率的推進

効果的・効率的な評価の実施 評価実施体制の確立 評価の国際的水準の向上評価関係者の責務
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国の研究開発評価に関する大綱的指針（概要）
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研究開発プログラム

対象別評価の実施

研究開発課題 研究開発機関等 研究者の業績

評価の
実施主体

評価者の選任

評価の
実施時期

評価方法

評価結果の
取扱い

府省又は研究開発法人等 研究開発機関の長

外部評価を原則
十分な評価能力を有する専門家等を選任
（利害関係者を含めず）

開始前の評価、終了時の評価
中間評価、追跡評価

一定期間ごとに評価

機関の長が
ルールを整備

評価手法
評価の観点
評価項目・基準
自己点検の活用 等

研究開発の実施・推進と
機関運営の両面からの
評価

研究実績の他、
企画・管理、
標準化寄与等も評価

予算、人材等の資源配分への反映
研究開発の質の向上
評価情報を国民に積極的に発信

処遇や研究費の
配分等に反映
（インセンティブ）

※ 研究開発施策の評価は、研究開発プログラムや研究開発課題等の進捗状況等を踏まえて実施。



国の研究開発の大綱的指針の改定の経緯

改定経緯

国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の
あり方についての大綱的指針（H9.8）
研究開発機関及び研究開発課題に関する評価の本格
的な導入、定着化を促進。

国の研究開発評価に関する大綱的指針（H13.11）
研究開発施策及び研究者等の業績に関する評価も
含め、厳正な評価の実施を推進。

国の研究開発評価に関する大綱的指針（H17.3）
創造への挑戦を励まし成果を問う評価、世界水準の
信頼できる評価、活用され変革を促す評価等を推進。

国の研究開発評価に関する大綱的指針（H20.10）
評価の継続性の確保、評価の効率化、国際水準に
よる評価の実施等を推進。

国の研究開発評価に関する大綱的指針（H24.12）
研究開発プログラムの評価の導入、アウトカム指標に
よる目標設定を促進。

科学技術基本計画の変遷

第１期科学技術基本計画（H8.7）
大綱的指針の策定、研究開発機関及び研究開発
課題の厳正な評価の仕組みを整備

第２期科学技術基本計画（H13.3）
評価における公正さと透明性確保、資源配分への
反映、必要な資源の確保、評価体制の整備

第３期科学技術基本計画（H18.3）

創造への挑戦を励まし成果を問う評価、世界水準
の信頼できる評価、活用され変革を促す評価等を
推進。

第４期科学技術基本計画（H23.8）

各階層を踏まえた評価システムの構築

第５期科学技術基本計画（H28.1）

挑戦的な研究を奨励する評価の実施 等
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前回改定（平成２４年１２月）のポイント

 第4期科学技術基本計画（平成23年8月19日）において、科学技術イノベーション政策における
PDCAサイクルの確立が謳われており、そのための研究開発評価システムの改善及び充実が必要。

１．改定の経緯

３．改定のポイント

（１）研究開発プログラムの評価の導入
研究開発課題の有機的な関連付けによるプログラム化及び競争的資金制度等の研究資金制度のプログ
ラム化
府省及び研究開発法人等を対象
評価部門の運営の独立性に配慮、マネジメント体制を強化
追跡調査の実施、追跡評価の対象拡大
評価結果を研究開発プログラムの改善又は中止などに適切に反映

（２）アウトカム指標による目標の設定の促進
取り組むべき課題に対応した目標（アウトカム指標等による目標）の設定と達成状況の把握

２．課題と方向性

 現状の研究開発は、施策の目標に対する各研究開発課題の位置付け、関連付けが不明確。
 結果として各研究開発課題の総体としての効果が十分に発揮されているとは言えない状況。

 政策課題を解決し、イノベーションを生み出していくためには、研究開発課題や研究資金制度を
研究開発プログラムとして設定（プログラム化）し、適切な評価を実施することを通じて、次の研
究開発につなげていくことが重要。
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研究開発プログラムの評価の導入

① 研究開発プログラムにより解決すべき政策課題及び時間軸を明確にした検証可能な目標（アウト
カム指標による目標）を設定するとともに、上位の階層である施策における位置付けが明確であ
ること。

② 目標の実現に必要な研究開発課題及び必要に応じ研究開発以外の手段のまとまりによって構成
され、目標達成に向けた工程表（手段及びプロセス）が明示されること。

③ 研究開発プログラムの推進主体と、個々の研究開発課題の実施又は推進主体との役割分担及
び責任の所在が明確であること。 等

研究開発プログラムの設定の基本的考え方

施策の企画立案段階において、あらかじめ研究開発プログラム
を設定し、その下で必要な研究開発課題等を配置し実行する

研究開発課題の関連付けによるプログラム化

上位の施策目標との関連性を明確にし、当該研究資金制
度の目的に応じた検証可能な目標を設定し、研究開発プロ
グラムとして実施する

研究資金制度のプログラム化

追跡評価・追跡調査の実施 評価結果を研究開発プログラムの改善
又は中止に反映するなど適切に反映

評価部門の運営の独立性に配慮、
マネジメント体制を強化

研究開発プログラムの評価（府省、研究開発法人等を対象）

研究資金制度
・競争的資金制度
・その他の制度

目
標
設
定

研究開発プログラム
研究開発プログラム

明確な目標とスケジュール

※アウトカム指標 ： 成果の本質的又は内容的側面であり、活動の意図した結果として、
定量的又は定性的に評価できる目標の達成度を測る指標

（例）（例） （規制改革・税制措置 等）

研究開発課題・プロジェクト（基礎研究）

研究開発課題・プロジェクト（産学連携）

総
合
的
・一
体
的

に
推
進

明確な目標とスケジュール
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調査検討の進め方（案）
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１．「大綱的指針の改定ワーキンググループ」（以下、「WG」という。）における検討

改定案の検討は、前回改定時の対応と同様、以下のとおりとする。

（WG設置）
○評価専門調査会にWGを設置して改定原案を検討。

（WG構成員）
○評価専門調査会長は、評価専門調査会に属する有識者議員及び専門委員から

WG座長及びWG構成員を指名。
○評価専門調査会長は、外部の専門家・有識者も必要に応じて招聘。

（WGの公開・非公開）
○WGは、率直な意見交換を促すため非公開で実施。
○配付資料は後日公開。
○議事録は、発言者が特定されない形で公表。

２．関係者への実態調査

①各省における対応状況（調査）
②有識者からのヒアリング（必要に応じて）



調査検討スケジュール（予定）
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時期
総合科学技術・
イノベーション会議

評価専門調査会
大綱的指針の改定

ワーキンググループ（WG）
各省評価
実態調査

4月5日
評価専門調査会（第１１６回）
(WG設置、自由討議）

4月下旬
第1回WG
（現大綱のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ、自由討議）

5月
第2回WG
（論点整理）

6～7月

評価専門調査会（第１１７回）

第3～4回WG
（論点ごとに議論）
第5回WG
（改定の方向性）

評価専門調査会（第１１８回）
(改定の方向性）

8月
第6回WG
（改定（第１案）検討）

9月
評価専門調査会（第１１９回）
（改定（第２案）検討）

10月

11月
評価専門調査会（第１２０回）
（改定（最終案）検討）

12月
本会議
（最終案決定・
意見具申）

適宜調査


